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伊庭町集落:東近江市の景観形成重点地区第１号、来月指定　暮らし
と水路、密接に　国選定を目指す　／滋賀
毎日新聞　2014年07月03日　地方版

　東近江市は伊庭（いば）内湖に隣接する水郷集落「伊庭町集落」を来月１日、市の景観
形成重点地区第１号に指定する。人々の暮らしと水路が密接なつながりを持つ集落で、市
は将来的に国の重要文化的景観への選定を目指す。【金子裕次郎】

　伊庭町集落は、明治期には集落内を３８０隻ほどの田舟が行き交った。今でも集落内を
水路が縦横に走り、それぞれの家から水路に出入りするための階段「カワト」も多く残さ
れている。

　市は２０１０年、伊庭町集落の重要文化的景観選定を目指すことを決め、１２年からは
有識者による講演会の開催や「景観まちづくり通信」の発行などを通じて、景観の価値を
再認識し、保全意識を向上させる取り組みを進めてきた。

　田中藤司雄（としお）・伊庭町副自治会長は「当初は誰も選定に向けての動きに関心を
持たず、説明会に参加する人も少なかったが、今では、親しみある水路を何とか残したい
と思っている。ここ数年で住民の景観に対する意識が大きく変わった。指定は伊庭の景観
が長く存続するための第一段階だと思う」と歓迎する。

　市は既に水辺景観保存活用計画を作る委員会を発足させ、地区の学術的調査を進めてい
る。県内の重要文化的景観は現在、全国第１号の「近江八幡の水郷」（近江八幡市）をは
じめ、「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」▽「高島市針江・霜降の水辺景観」▽「東
草野の山村景観」（米原市）の４カ所。「菅浦の湖岸集落景観」（長浜市）が近く選定さ
れる見込みとなっている。
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